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（
意
匠
登
録
令
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

意
匠
登
録
令
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
三
十
五
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
項
中
「
意
匠
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
の
審
判
」
を
「
意
匠

登
録
無
効
審
判
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
意
匠
法
」
の
下
に
「（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）」
を
加

え
る
。

（
商
標
登
録
令
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条

商
標
登
録
令
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
三
十
六
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
の
二
を
第
十
六
条
の
四
と
し
、
第
十
六
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
確
定
審
決
等
の
登
録
の
方
法
）

第
十
六
条
の
二

登
録
異
議
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
確
定
し
た
決
定
又
は
商
標
法
第
四
十
六
条
第
一
項
（
同
法
第
六

十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
五
十
条
第
一
項
、
第
五
十
一
条
第
一
項
、
第
五
十
二
条

の
二
第
一
項
、
第
五
十
三
条
第
一
項
、
第
五
十
三
条
の
二
（
同
法
第
六
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。）、
附
則
第
十
四
条
第
一
項
（
同
法
附
則
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）若
し
く
は
平

成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
七
条
第
一
項
の
審
判
の
確
定
審
決
又
は
再
審
の
確
定
し
た
決
定
若
し
く
は
確
定
審
決
の

登
録
を
す
る
と
き
は
、
表
示
部
に
登
録
異
議
、
審
判
又
は
再
審
の
番
号
、
決
定
又
は
審
決
が
確
定
し
た
旨
及
び
そ

の
年
月
日
並
び
に
確
定
し
た
決
定
又
は
確
定
審
決
の
概
要
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

再
審
の
確
定
審
決
の
登
録
を
す
る
と
き
は
、こ
れ
に
反
す
る
確
定
審
決
の
登
録
を
抹
消
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
平
成
五
年
改
正
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

平
成
五
年
改
正
省
令
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
条

削
除

附
則
第
七
条
中
「
旧
実
用
新
案
法
」
を
「
改
正
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
実
用
新
案
法
」
に
改
め
る
。

附
則
様
式
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

附
則
様
式
第
１
削
除

（
平
成
五
年
改
正
法
の
施
行
前
に
し
た
実
用
新
案
登
録
出
願
に
つ
い
て
の
経
過
措
置
）

第
四
条

特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
二
十
六
号
。
以
下「
平
成
五
年
改
正
法
」と
い
う
。）

の
施
行
前
に
し
た
実
用
新
案
登
録
出
願
に
係
る
実
用
新
案
登
録
に
つ
い
て
の
平
成
五
年
改
正
法
附
則
第
四
条
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
て
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
平
成
五
年
改
正
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

前
の
実
用
新
案
法
（
以
下
「
旧
実
用
新
案
法
」
と
い
う
。）第
三
十
七
条
第
一
項
、
第
三
十
九
条
第
一
項
又
は
第
四
十

八
条
の
十
二
第
一
項
の
審
判
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
請
求
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
平
成
五
年
改
正

省
令
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
平
成
五
年
改
正
省
令
第
二
条
に
よ
る

改
正
前
の
実
用
新
案
法
施
行
規
則
第
六
条
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
平
成
五
年
改
正
省
令
第
一
条
に
よ
る
改
正

前
の
特
許
法
施
行
規
則
第
七
章
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
許
法
施
行
規
則
第
八

章
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
平
成
七
年
改
正
省
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

特
許
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
七
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
四
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
平
成
五
年
改
正
法
」
を
「
特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
五
年
法
律
第
二
十
六
号
。）」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
と
す
る
。

附
則
第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
条

削
除

（
予
告
登
録
の
方
法
）

第
十
六
条
の
三

商
標
登
録
令
第
一
条
の
二
第
二
号
、
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
申
立
て
又
は
請
求
に
つ
い
て

予
告
登
録
を
す
る
と
き
は
、
表
示
部
に
申
立
て
又
は
審
判
若
し
く
は
再
審
の
請
求
が
あ
つ
た
年
月
日
、登
録
異
議
、

審
判
又
は
再
審
の
番
号
及
び
申
立
て
に
係
る
商
標
登
録
の
表
示
又
は
請
求
の
趣
旨
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
十
七
条
第
三
項
中
「
、
第
三
十
七
条
、
第
三
十
八
条
第
二
項
」
を
削
る
。

（
工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条

工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則（
平
成
二
年
通
商
産
業
省
令
第
四
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
三
条
第
一
号
ル
中
「
第
十
三
条
の
二
第
一
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
十
三
条
の
三
第
一
項
」
を
加
え
、

第
九
号
中
「
第
百
十
七
条
第
二
項
及
び
」
及
び
「
及
び
第
百
十
九
条
」
を
削
る
。

別
表
中
「
特
許
法
第
百
二
十
一
条
第
一
項
の
審
判
」
を
「
拒
絶
査
定
不
服
審
判
」
に
、「
意
匠
法
第
四
十
六
条
第
一

項
又
は
第
四
十
七
条
第
一
項
の
審
判
」
を
「
拒
絶
査
定
不
服
審
判
又
は
補
正
却
下
決
定
不
服
審
判
」
に
改
め
る
。

（
経
済
産
業
省
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
条

経
済
産
業
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
経
済
産
業
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
百
十
四
条
第
六
号
中
「
並
び
に
特
許
異
議
」
を
削
る
。

第
三
百
二
十
四
条
第
二
項
第
一
号
中
「
並
び
に
特
許
異
議
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
並
び
に
特
許
異
議
申
立

事
件
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
並
び
に
特
許
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
並
び
に
特
許
異
議
申
立
事
件
」
を

削
る
。

第
三
百
二
十
六
条
第
二
項
中
「
並
び
に
特
許
異
議
申
立
事
件
」
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
六
年
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

（
旧
実
用
新
案
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

特
許
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
五
号
。
以
下
「
平
成
五

年
改
正
省
令
」
と
い
う
。）附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
平
成
五
年

改
正
省
令
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
実
用
新
案
法
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
中「（
総
則
）」の
下
に
「
及
び
特
許
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
五
年
経
済
産
業
省

令
第
百
四
十
一
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
許
法
施
行
規
則
第
十
三
条
の
三
（
第
一
項
第
一
号
及
び
第

四
号
を
除
く
。）」
を
加
え
る
。

〇
経
済
産
業
省
令
第
百
四
十
二
号

統
計
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
十
八
号
）
第
三
条
第

二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
工
業
統
計
調
査
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
十
月
二
十
七
日

経
済
産
業
大
臣

中
川

昭
一

工
業
統
計
調
査
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

工
業
統
計
調
査
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
通
商
産
業
省
令

第
八
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
調
査
票
等
の
提
出
）

第
十
三
条

都
道
府
県
知
事
は
、
受
理
し
た
準
備
調
査
名

簿
及
び
調
査
票
を
整
理
し
た
上
、
審
査
し
、
準
備
調
査

名
簿
の
写
し
一
部
及
び
調
査
票
の
写
し
一
部
を
作
成
し

て
保
存
し
、
調
査
票
の
内
容
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録

（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ

つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
た

記
録
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
作
成
し
て
保
存
し
、
準

備
調
査
名
簿
の
内
容
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
作
成

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

都
道
府
県
知
事
は
、
準
備
調
査
名
簿
一
部
及
び
準
備

調
査
名
簿
の
内
容
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
翌
年
五

月
三
十
一
日
ま
で
に
、
調
査
票
一
部
及
び
調
査
票
の
内

容
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
従
業
者
四
人
以
上
の
事

業
所
に
つ
い
て
は
翌
年
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
従
業
者

三
人
以
下
の
事
業
所
に
つ
い
て
は
翌
年
八
月
十
日
ま
で

に
、
そ
れ
ぞ
れ
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
を
収
録
し
た
磁
気
テ
ー
プ
」

を
「
の
内
容
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
」
に
改
め
、「
経
済

産
業
大
臣
の
保
存
す
る
」
の
次
に
「
準
備
調
査
名
簿
、」を

加
え
る
。附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
経
済
産
業
省
告
示
第
三
百
六
十
四
号

工
業
統
計
調
査
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
通
商
産
業
省
令

第
八
十
一
号
）
第
七
条
第
二
項
及
び
第
九
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
工
業
調
査
票
甲
及
び
乙
並
び
に
工
業
調
査

準
備
調
査
名
簿
の
様
式
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

な
お
、
平
成
十
四
年
経
済
産
業
省
告
示
第
三
百
六
十
四

号
（
工
業
調
査
票
甲
及
び
乙
並
び
に
工
業
調
査
準
備
調
査

名
簿
の
様
式
を
定
め
る
等
の
件
）
は
、
廃
止
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
二
十
七
日

経
済
産
業
大
臣

中
川

昭
一

�


		2003-10-24T10:52:45+0900
	C=JP, O=National Printing Bureau, OU= , CN=Vice President
	国立印刷局
	（なし）




